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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の蓄電手段（１２，１３）と、
　前記各蓄電手段に通じる電気経路に設けられた複数のスイッチ手段（２１～２５）を含
み、前記複数の蓄電手段について互いに並列接続された並列状態と互いに直列接続された
直列状態とを切り替える切替部と、
を備える電源システムに適用される電源制御装置（３０）であって、
　前記複数の蓄電手段の電気残容量をそれぞれ取得する容量取得部と、
　前記複数の蓄電手段が並列状態である場合に、前記容量取得部により取得した各蓄電手
段の電気残容量に基づいて、前記各蓄電手段に通じる電気経路に存在している抵抗可変部
の抵抗値を調整して前記蓄電手段ごとに充放電電流を制御する電流制御部と、
　発電手段（１６）の発電状態において前記複数の蓄電手段のうちいずれかの蓄電手段に
放電電流が流れている状態か、又は前記発電手段の非発電状態において前記複数の蓄電手
段のうちいずれかの蓄電手段に充電電流が流れている状態であるセルフバランス状態であ
るか否かを判定する電流判定部と、
を備え、
　前記電流制御部は、前記セルフバランス状態であると判定された場合に、前記発電状態
で放電電流が流れている蓄電手段の通電経路における前記抵抗値の調整、又は前記非発電
状態で充電電流が流れている蓄電手段の通電経路における前記抵抗値の調整を禁止する電
源制御装置。



(2) JP 6601334 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記複数の蓄電手段の全てが、充電状態及び放電状態のうちいずれか同じ状態になって
いることを判定する状態判定部を備え、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段の全てが充電状態及び放電状態のいずれかであ
ると判定されたことを条件に、前記抵抗可変部の抵抗値の調整を実施する請求項１に記載
の電源制御装置。
【請求項３】
　複数の蓄電手段（１２，１３）と、
　前記各蓄電手段に通じる電気経路に設けられた複数のスイッチ手段（２１～２５）を含
み、前記複数の蓄電手段について互いに並列接続された並列状態と互いに直列接続された
直列状態とを切り替える切替部と、
を備える電源システムに適用される電源制御装置（３０）であって、
　前記複数の蓄電手段の電気残容量をそれぞれ取得する容量取得部と、
　前記複数の蓄電手段が並列状態である場合に、前記容量取得部により取得した各蓄電手
段の電気残容量に基づいて、前記各蓄電手段に通じる電気経路に存在している抵抗可変部
の抵抗値を調整して前記蓄電手段ごとに充放電電流を制御する電流制御部と、
　前記複数の蓄電手段の全てが、充電状態及び放電状態のうちいずれか同じ状態になって
いることを判定する状態判定部と、
を備え、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段の全てが充電状態及び放電状態のいずれかであ
ると判定されたことを条件に、前記抵抗可変部の抵抗値の調整を実施する電源制御装置。
【請求項４】
　前記複数の蓄電手段が直列状態である場合に、前記各蓄電手段どうしを接続する経路上
の中間位置（Ｎ１）に第１電気負荷（１４）が接続されるとともに、それら各蓄電手段の
うち高電圧側の前記蓄電手段の正極側の位置（Ｎ２）に第２電気負荷（１５，１６）が接
続されるシステムに適用され、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段が並列状態である場合に、前記複数の蓄電手段
の充電時であれば、前記複数の蓄電手段のうち前記第２電気負荷の側に接続された蓄電手
段の電気経路の抵抗値を大きくして充電電流を制御し、前記複数の蓄電手段の放電時であ
れば、前記複数の蓄電手段のうち前記第１電気負荷の側に接続された蓄電手段の電気経路
の抵抗値を大きくして放電電流を制御する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電源制
御装置。
【請求項５】
　複数の蓄電手段（１２，１３）と、
　前記各蓄電手段に通じる電気経路に設けられた複数のスイッチ手段（２１～２５）を含
み、前記複数の蓄電手段について互いに並列接続された並列状態と互いに直列接続された
直列状態とを切り替える切替部と、
を備え、前記複数の蓄電手段が直列状態である場合に、前記各蓄電手段どうしを接続する
経路上の中間位置（Ｎ１）に第１電気負荷（１４）が接続されるとともに、それら各蓄電
手段のうち高電圧側の前記蓄電手段の正極側の位置（Ｎ２）に第２電気負荷（１５，１６
）が接続される電源システムに適用される電源制御装置（３０）であって、
　前記複数の蓄電手段の電気残容量をそれぞれ取得する容量取得部と、
　前記複数の蓄電手段が並列状態である場合に、前記容量取得部により取得した各蓄電手
段の電気残容量に基づいて、前記各蓄電手段に通じる電気経路に存在している抵抗可変部
の抵抗値を調整して前記蓄電手段ごとに充放電電流を制御する電流制御部と、
を備え、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段が並列状態である場合に、前記複数の蓄電手段
の充電時であれば、前記複数の蓄電手段のうち前記第２電気負荷の側に接続された蓄電手
段の電気経路の抵抗値を大きくして充電電流を制御し、前記複数の蓄電手段の放電時であ
れば、前記複数の蓄電手段のうち前記第１電気負荷の側に接続された蓄電手段の電気経路
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の抵抗値を大きくして放電電流を制御する電源制御装置。
【請求項６】
　前記複数の蓄電手段に対して発電電力を供給する発電手段（１６）を備える電源システ
ムに適用され、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段が並列状態であり、かつ前記発電手段の発電が
行われる場合に、前記電気残容量が大きい側の大容量の前記蓄電手段と前記電気残容量が
小さい側の小容量の前記蓄電手段とのうち大容量の蓄電手段の通電経路における抵抗値を
、小容量の蓄電手段の通電経路における抵抗値よりも相対的に大きくして、前記各蓄電手
段の充電電流を制御する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の電源制御装置。
【請求項７】
　前記複数の蓄電手段からの供給電力により駆動される電気負荷（１４）を備える電源シ
ステムに適用され、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段が並列状態であり、かつ前記電気負荷への電力
供給が行われる場合に、前記電気残容量が小さい側の小容量の前記蓄電手段と前記電気残
容量が大きい側の大容量の前記蓄電手段とのうち小容量の蓄電手段の通電経路における抵
抗値を、大容量の蓄電手段の通電経路における抵抗値よりも相対的に大きくして、前記各
蓄電手段の放電電流を制御する請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電源制御装置。
【請求項８】
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段が並列接続された状態において、前記抵抗可変
部の抵抗値を大きくする側に変更することによって、前記蓄電手段の充放電電流を制御す
る請求項１乃至７のいずれか１項に記載の電源制御装置。
【請求項９】
　前記複数の蓄電手段の充放電電流をそれぞれ取得する電流取得部を備え、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段のうち充放電電流が所定値よりも大きい蓄電手
段においては、前記抵抗値を大きくする側への変更を禁止する請求項１乃至８のいずれか
１項に記載の電源制御装置。
【請求項１０】
　前記複数の蓄電手段の充放電電流をそれぞれ取得する電流取得部を備え、
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段に流れる各充放電電流に基づいて、前記抵抗可
変部の抵抗値を設定する請求項１乃至９のいずれか１項に記載の電源制御装置。
【請求項１１】
　前記抵抗可変部は、半導体スイッチング素子により構成されており、
　前記電流制御部は、前記半導体スイッチング素子のオン状態での抵抗値を調整するもの
である請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の電源制御装置。
【請求項１２】
　前記電流制御部は、前記複数の蓄電手段が並列状態である場合に、前記スイッチ手段を
前記抵抗可変部として用い、そのスイッチ手段の抵抗値を調整して前記蓄電手段ごとに充
放電電流を制御する請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の電源制御装置。
【請求項１３】
　前記スイッチ手段は、半導体スイッチング素子により構成されており、
　前記電流制御部は、前記半導体スイッチング素子のオン状態での抵抗値を調整するもの
である請求項１２に記載の電源制御装置。
【請求項１４】
　前記電流制御部は、デジタルアナログ制御又はＰＷＭ制御により前記半導体スイッチン
グ素子の抵抗値を調整する請求項１１又は１３に記載の電源制御装置。
【請求項１５】
　前記複数の蓄電手段における前記電気残容量の差分が所定値よりも小さいか否かを判定
する判定部と、
　前記複数の蓄電手段における前記電気残容量の差分が所定値よりも小さいと判定された
場合に、前記複数の蓄電手段を前記並列状態から前記直列状態に移行させることを許可す
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る切替制御部と、
を備える請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の電源制御装置。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の電源制御装置と、
　前記複数の蓄電手段と、
　前記切替部と、
を備える電源システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の蓄電手段を備える電源システムに適用される電源制御装置、及び電源
システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の蓄電池を備える電源装置において、エンジン運転状態に応じて、複数の蓄
電池を並列接続した状態と直列接続した状態とを切り替えるようにした技術が知られてい
る（例えば特許文献１参照）。具体的には、エンジン自動始動システムにおいて、エンジ
ン運転中は、接続切替手段としてのリレーにより各蓄電池を並列接続の状態にして、発電
機により各蓄電池を充電する。また、エンジン自動停止後の再始動時には、リレーにより
各蓄電池を直列接続の状態に切り替え、始動機への給電を実施する。そして上記構成によ
り、エンジン始動を円滑にし、かつ蓄電池が劣化することを抑制することができるとして
いた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１５５９６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のように複数の蓄電池の並列接続と直列接続との切り替えを可能に
するシステムでは、複数の蓄電池に通じる各通電経路上にそれぞれリレーやスイッチ等の
接続切替手段が設けられていること、直列／並列状態で通電経路上のリレーやスイッチ等
の個数に違いが生じることにより、各蓄電池で通電経路の抵抗値に違いが生じる。そのた
め、複数の蓄電池に流れる充放電電流に差違が生じ、結果として各蓄電池で電気残容量（
ＳＯＣ）にばらつきが生じる。そして、各蓄電池でＳＯＣばらつきが生じると、充電時に
は高ＳＯＣの蓄電池により充電が制約される一方、放電時には低ＳＯＣの蓄電池により放
電が制約されることになり、各蓄電池の使用領域を十分に活用することができないといっ
た不都合を招来する。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、各蓄電手段での
容量ばらつきを抑制し、ひいては各蓄電手段において適正な充放電を行わせることができ
る電源制御装置、及び電源システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電源制御装置は、複数の蓄電手段（１２，１３）と、前記各蓄電手段に通じる
電気経路に設けられた複数のスイッチ手段（２１～２５）を含み、前記複数の蓄電手段に
ついて互いに並列接続された並列状態と互いに直列接続された直列状態とを切り替える切
替部と、を備える電源システムに適用される。そして、電源制御装置は、前記複数の蓄電
手段の電気残容量をそれぞれ取得する容量取得部と、前記複数の蓄電手段が並列状態であ
る場合に、前記容量取得部により取得した各蓄電手段の電気残容量に基づいて、前記各蓄
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電手段に通じる電気経路に存在している抵抗可変部の抵抗値を調整して前記蓄電手段ごと
に充放電電流を制御する電流制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　複数の蓄電手段を備え、複数のスイッチ手段のオンオフにより各蓄電手段の並列接続と
直列接続との切り替えを可能とする電源システムでは、蓄電手段間のＳＯＣ（電気残容量
）のばらつきが問題になると考えられる。この点、上記構成では、複数の蓄電手段が並列
状態である場合に、各蓄電手段の電気残容量に基づいて、各蓄電手段に通じる電気経路に
存在している抵抗可変部の抵抗値を調整して蓄電手段ごとに充放電電流を制御するように
した。この場合、蓄電手段ごとに充放電電流の大きさが調整され、各蓄電手段の電気残容
量の合わせ込みが可能となる。その結果、各蓄電手段での容量ばらつきを抑制し、ひいて
は各蓄電手段において適正な充放電を行わせることができる。
【０００８】
　なお、複数の蓄電手段（例えばリチウムイオン蓄電池）の直並列の切り替えが行われる
構成としては、直並列切り替え可能な２つ以上の蓄電手段を有する構成であればよく、例
えば３つ以上の蓄電手段を備える電源システムにおいて、そのうち少なくとも２つの蓄電
手段について直並列の切り替えが行われる構成も含まれる。
【０００９】
　蓄電手段の電気残容量は、蓄電手段に蓄積可能な全電気容量のうち残存している電気量
を示すものであってもよいし、蓄電手段において検出誤差や冗長使用領域、劣化用マージ
ン等を除いた使用可能領域のうち残存している電気量を示すものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態における電源システムを示す電気回路図。
【図２】スイッチの具体的構成を示す図。
【図３】（ａ）は各リチウムイオン蓄電池を並列接続した状態を示す図、（ｂ）は各リチ
ウムイオン蓄電池を直列接続した状態を示す図。
【図４】（ａ）は並列充電時の電流の流れを示す図、（ｂ）は並列放電時の電流の流れを
示す図。
【図５】直列放電時の電流の流れを示す図。
【図６】ゲート電圧とドレインソース間抵抗との関係を示す図。
【図７】リチウムイオン蓄電池の接続状態と充放電電流とを制御する処理手順を示すフロ
ーチャート。
【図８】図７に続く処理手順を示すフローチャート。
【図９】ＳＯＣ差とスイッチ抵抗値との関係を示す図。
【図１０】第２実施形態における電源システムを示す電気回路図。
【図１１】各リチウムイオン蓄電池を並列接続した状態を示す図。
【図１２】リチウムイオン蓄電池の接続状態と充放電電流とを制御する処理手順を示すフ
ローチャート。
【図１３】図１２に続く処理手順を示すフローチャート。
【図１４】別の構成の電源システムを示す電気回路図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第１実施形態）
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、エン
ジン（内燃機関）を駆動源として走行する車両において当該車両の各種機器に電力を供給
する車載電源装置を具体化するものとしている。また、本電源システムは、蓄電装置とし
て、鉛蓄電池を有してなる第１蓄電装置と、複数のリチウムイオン蓄電池を有してなる第
２蓄電装置とを備える、いわゆる２電源システムとなっている。
【００１２】
　図１に示すように、本電源システムは、鉛蓄電池１１と２つのリチウムイオン蓄電池１
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２，１３とを有しており、各蓄電池１１～１３からは各種の電気負荷１４，１５と回転電
機１６への給電が可能となっている。また、各蓄電池１１～１３に対しては回転電機１６
による充電が可能となっている。
【００１３】
　鉛蓄電池１１は周知の汎用蓄電池である。これに対し、リチウムイオン蓄電池１２，１
３は、鉛蓄電池１１に比べて、充放電における電力損失が少なく、出力密度、及びエネル
ギ密度の高い高密度蓄電池である。リチウムイオン蓄電池１２，１３は、鉛蓄電池１１に
比べて充放電時のエネルギ効率が高い蓄電池であるとよい。また、リチウムイオン蓄電池
１２，１３は、それぞれ複数の単電池を有してなる組電池として構成されている。これら
各蓄電池１１～１３の定格電圧はいずれも同じであり、例えば１２Ｖである。
【００１４】
　図示による詳細な説明は割愛するが、２つのリチウムイオン蓄電池１２，１３は、収容
ケースに収容されて一体の電池ユニットＵとして構成されている。電池ユニットＵは、２
つの出力端子Ｐ１，Ｐ２を有しており、このうち出力端子Ｐ１に鉛蓄電池１１と電気負荷
１４とが接続され、出力端子Ｐ２に電気負荷１５と回転電機１６とが接続されている。
【００１５】
　出力端子Ｐ１に接続される電気負荷１４は、鉛蓄電池１１又はリチウムイオン蓄電池１
２，１３からの１２Ｖ給電に基づいて駆動される１２Ｖ系負荷である。その電気負荷１４
には、供給電力の電圧が一定又は少なくとも所定範囲内で変動するよう安定であることが
要求される定電圧要求負荷と、定電圧要求負荷以外の一般的な電気負荷とが含まれている
。定電圧要求負荷は被保護負荷であって、電源失陥が許容されない負荷である。定電圧要
求負荷の具体例としては、ナビゲーション装置やオーディオ装置、メータ装置、エンジン
ＥＣＵ等の各種ＥＣＵが挙げられる。この場合、供給電力の電圧変動が抑えられることで
、上記各装置において不要なリセット等が生じることが抑制され、安定動作が実現可能と
なっている。また、一般的な電気負荷の具体例としては、ヘッドライト等のランプ類やワ
イパ装置、電動ポンプが挙げられる。
【００１６】
　また、電気負荷１５は、例えば車両走行時において一時的に大きな駆動力が要求される
、すなわち高電力要求が生じることがある高電圧系の負荷である。具体例としては、電動
ステアリング装置が挙げられる。なお、出力端子Ｐ１に接続される電気負荷１４が低電圧
電気負荷に相当し、出力端子Ｐ２に接続される電気負荷１５及び回転電機１６が高電圧電
気負荷に相当する。
【００１７】
　回転電機１６の回転軸は、図示しないエンジン出力軸に対してベルト等により駆動連結
されており、エンジン出力軸の回転によって回転電機１６の回転軸が回転する一方、回転
電機１６の回転軸の回転によってエンジン出力軸が回転する。回転電機１６は、ＭＧ（Mo
tor Generator）であり、エンジン出力軸や車軸の回転により発電（回生発電）を行う発
電機能と、エンジン出力軸に回転力を付与する力行機能とを備えている。回転電機１６は
、一体又は別体に設けられた電力変換装置としてのインバータにより、発電時の発電電流
の調整や力行駆動時のトルク調整が行われるものとなっている。回転電機１６の駆動によ
り、エンジンの始動やトルクアシストが行われる。回転電機１６は、エンジン出力軸に対
して動力を付加する観点から言えば電気負荷であり、しかも電気負荷１４との比較で言え
ば高電力／高電流負荷である。
【００１８】
　電気負荷１５と回転電機１６との間にはスイッチ１７が設けられており、そのスイッチ
１７のオンオフにより、各蓄電池１１～１３や回転電機１６と電気負荷１５とが電気的に
接続又は遮断されるようになっている。
【００１９】
　次に、電池ユニットＵにおける電気的構成を説明する。本実施形態では、２つのリチウ
ムイオン蓄電池１２，１３について並列接続の状態と直列接続の状態との切り替えを可能
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としており、その点について詳しく説明する。
【００２０】
　電池ユニットＵでは、出力端子Ｐ１，Ｐ２の間の電気経路Ｌ１にスイッチ２１，２２が
直列に設けられている。なお、電気経路Ｌ１は、本システムにおいて鉛蓄電池１１に対し
て電気負荷１４，１５や回転電機１６が接続される通電経路の一部でもある。そして、ス
イッチ２１，２２の間の第１点Ｎ１にリチウムイオン蓄電池１２の＋端子（正極端子）が
接続され、スイッチ２２と出力端子Ｐ２との第２点Ｎ２にリチウムイオン蓄電池１３の＋
端子が接続されている。また、各リチウムイオン蓄電池１２，１３の－端子（負極端子）
とグランドとの間には、それぞれスイッチ２３，２４が設けられている。さらに、第１点
Ｎ１は、リチウムイオン蓄電池１３の－端子とスイッチ２４との間の第３点Ｎ３に接続さ
れており、その接続経路にスイッチ２５が設けられている。スイッチ２１～２５が「切替
部」に相当する。
【００２１】
　上記の各スイッチ２１～２５は、ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ、バイポーラトランジスタ等
の半導体スイッチング素子により構成されている。本実施形態では、各スイッチ２１～２
５がＭＯＳＦＥＴにより構成されており、所定のゲート電圧の印加に応じてスイッチ２１
～２５のオンオフが切り替えられる。
【００２２】
　なお、図２に示すように、各スイッチ２１～２５をそれぞれ２つ一組のＭＯＳＦＥＴを
有する構成とし、各一組のＭＯＳＦＥＴの寄生ダイオードが互いに逆向きになるように直
列に接続されているとよい。この互いに逆向きの寄生ダイオードによって、各スイッチ２
１～２５をオフ状態とした場合にそのスイッチが設けられた経路に流れる電流が完全に遮
断される。ただし、各スイッチ２１～２５において半導体スイッチング素子を用いた構成
は任意でよく、例えばＭＯＳＦＥＴの寄生ダイオードが互いに逆向きに配置されていない
構成であってもよい。
【００２３】
　そして、これら各スイッチ２１～２５のオンオフを適宜切り替えることにより、各リチ
ウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続された状態と、各リチウムイオン蓄電池１２，１
３が直列接続された状態とが切り替えられるようになっている。
【００２４】
　図３において（ａ）には、各リチウムイオン蓄電池１２，１３を並列接続した状態を示
し、（ｂ）には各リチウムイオン蓄電池１２，１３を直列接続した状態を示している。図
３では、理解を容易にするために、スイッチ２１～２５についてオン状態のスイッチのみ
を示し、オフ状態のスイッチの図示を省略している。図３（ａ）に示された通電経路が「
並列通電経路」であり、図３（ｂ）に示された通電経路が「直列通電経路」である。なお
、スイッチ１７は、並列状態ではオフされ、直列状態では必要に応じてオンされるように
なっている。
【００２５】
　図３（ａ）では、各スイッチ２１～２５のうちスイッチ２１～２４がオン、スイッチ２
５がオフされており、かかる状態では、リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列の関係と
なっている。この場合、出力端子Ｐ１，Ｐ２の出力電圧はいずれも概ね１２Ｖとなってい
る。並列接続状態では、Ｐ１側の電気負荷１４に対して並列に鉛蓄電池１１及びリチウム
イオン蓄電池１２，１３が接続されるとともに、Ｐ２側の回転電機１６に対して並列に鉛
蓄電池１１及びリチウムイオン蓄電池１２，１３が接続されている。並列接続状態では、
各リチウムイオン蓄電池１２，１３の正極どうしを接続する経路上の中間位置（第１点Ｎ
１）に電気負荷１４が接続されるようになっている。
【００２６】
　また、図３（ｂ）では、各スイッチ２１～２５のうちスイッチ２１，２３，２５がオン
、スイッチ２２，２４がオフされており、かかる状態では、リチウムイオン蓄電池１２，
１３が直列の関係となっている。この場合、出力端子Ｐ１の出力電圧は概ね１２Ｖ、出力
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端子Ｐ２の出力電圧は概ね２４Ｖとなっている。直列接続状態では、Ｐ１側の電気負荷１
４に対して並列に鉛蓄電池１１及びリチウムイオン蓄電池１２が接続されている。また、
Ｐ２側の回転電機１６に対して直列にリチウムイオン蓄電池１２，１３が接続されている
。直列接続状態では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のうち高電圧側の蓄電池１３の
正極側の位置（第２点Ｎ２）に回転電機１６が接続されるようになっている。
【００２７】
　回転電機１６は、電源電圧を１２Ｖとする１２Ｖ力行駆動と、電源電圧を２４Ｖとする
２４Ｖ力行駆動とが可能になっており、リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続され
た状態では回転電機１６が１２Ｖ駆動され、リチウムイオン蓄電池１２，１３が直列接続
された状態では回転電機１６が２４Ｖ駆動される。出力端子Ｐ２に接続された電気負荷１
５は、リチウムイオン蓄電池１２，１３が直列接続された状態で２４Ｖ駆動される。
【００２８】
　また、図１において、電池ユニットＵは、電池制御手段を構成する制御部３０を有して
いる。制御部３０は、電池ユニットＵ内の各スイッチ２１～２５のオンオフ（開閉）の切
り替えを実施する。この場合、制御部３０は、車両の走行状態や各蓄電池１１～１３の蓄
電状態に基づいて、各スイッチ２１～２５のオンオフを制御する。これにより、鉛蓄電池
１１とリチウムイオン蓄電池１２，１３とを選択的に用いて充放電が実施される。各蓄電
池１１，１２の蓄電状態に基づく充放電制御について簡単に説明する。なお、図示は省略
するが、各リチウムイオン蓄電池１２，１３には、蓄電池ごとに端子電圧を検出する電圧
センサと、蓄電池ごとに通電電流を検出する電流センサとがそれぞれ設けられており、そ
れら各センサの検出結果は制御部３０に入力される。
【００２９】
　制御部３０は、鉛蓄電池１１及びリチウムイオン蓄電池１２，１３の端子電圧の検出値
を逐次取得するとともに、鉛蓄電池１１、リチウムイオン蓄電池１２，１３の通電電流を
逐次取得する。そして、これらの取得値に基づいて、鉛蓄電池１１、リチウムイオン蓄電
池１２，１３のＯＣＶ（開放電圧：Open Circuit Voltage）やＳＯＣ（残存容量：State 
Of Charge）を算出するとともに、そのＯＣＶやＳＯＣが所定の使用範囲内に保持される
ようにリチウムイオン蓄電池１２，１３への充電量及び放電量を制御する。
【００３０】
　また、電池ユニットＵでは、車両へのメイン電源の投入後において、基本的には各リチ
ウムイオン蓄電池１２，１３が並列状態とされ、出力端子Ｐ２側における負荷駆動要求や
回転電機１６に対する高電圧発電の要求に応じて、各リチウムイオン蓄電池１２，１３が
直列状態に切り替えられるようになっている。この場合、制御部３０は、例えば電動ステ
アリング装置（電気負荷１５）の駆動要求や、回転電機１６によるトルクアシスト要求に
基づいて、リチウムイオン蓄電池１２，１３を一時的に並列状態から直列状態に切り替え
る制御を実施する。
【００３１】
　制御部３０にはＥＣＵ４０が接続されている。制御部３０及びＥＣＵ４０は、ＣＡＮ等
の通信ネットワークにより接続されて相互に通信可能となっており、制御部３０及びＥＣ
Ｕ４０に記憶される各種データが互いに共有できるものとなっている。ＥＣＵ４０は、車
両のアイドリングストップ制御を実施する機能を有する電子制御装置である。アイドリン
グストップ制御は、周知のとおり所定の自動停止条件の成立によりエンジンを自動停止さ
せ、かつその自動停止状態下で所定の再始動条件の成立によりエンジンを再始動させるも
のである。車両においては、アイドリングストップ制御の自動再始動時に回転電機１６に
よりエンジンが始動されるようになっている。
【００３２】
　次に、リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続された状態で回転電機１６からの充
電が行われる並列充電時と、リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続された状態で電
気負荷１４への放電が行われる並列放電時とについて説明する。図４（ａ）には、並列充
電時の電流の流れを示し、（ｂ）には、並列放電時の電流の流れを示している。
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【００３３】
　図４（ａ）の並列充電時には、回転電機１６から発電電流が出力され、その発電電流に
より鉛蓄電池１１及び各リチウムイオン蓄電池１２，１３の充電や、電気負荷１４への給
電が行われる。このとき、電池ユニットＵにおいて、リチウムイオン蓄電池１２の充電経
路にはスイッチ２２，２３が存在しており、そのスイッチ２２，２３を含む経路抵抗に応
じて充電電流Ｉｉｎ１が流れる。また、リチウムイオン蓄電池１３への充電経路にはスイ
ッチ２４が存在しており、そのスイッチ２４を含む経路抵抗に応じて充電電流Ｉｉｎ２が
流れる。充電電流Ｉｉｎ１，Ｉｉｎ２を比べると、Ｉｉｎ１≠Ｉｉｎ２となり、特に経路
抵抗の違いから「Ｉｉｎ１＜Ｉｉｎ２」になることが想定される。
【００３４】
　また、図４（ｂ）の並列放電時には、各リチウムイオン蓄電池１２，１３から電気負荷
１４への給電が行われる。このとき、リチウムイオン蓄電池１２から電気負荷１４への放
電経路にはスイッチ２１，２３が存在しており、そのスイッチ２１，２３を含む経路抵抗
に応じて放電電流Ｉｏｕｔ１が流れる。また、リチウムイオン蓄電池１３から電気負荷１
４への放電経路にはスイッチ２１，２２，２４が存在しており、そのスイッチ２１，２２
，２４を含む経路抵抗に応じて放電電流Ｉｏｕｔ２が流れる。放電電流Ｉｏｕｔ１，Ｉｏ
ｕｔ２を比べると、Ｉｏｕｔ１≠Ｉｏｕｔ２となり、特に経路抵抗の違いから「Ｉｏｕｔ
１＞Ｉｏｕｔ２」になることが想定される。
【００３５】
　上記のとおり各リチウムイオン蓄電池１２，１３の並列状態下では、それら各蓄電池１
２，１３に流れる電流の大きさが相違する。そのため、各リチウムイオン蓄電池１２，１
３においてＳＯＣ（電気容量）にばらつきが生じることが懸念される。この点についてさ
らに補足する。上記図４（ａ）の並列充電状態では、経路抵抗の違いから「Ｉｉｎ１＜Ｉ
ｉｎ２」になる一方、上記図４（ｂ）の並列放電状態では、経路抵抗の違いから「Ｉｏｕ
ｔ１＞Ｉｏｕｔ２」になり、こうした電流の差からリチウムイオン蓄電池１３の方がリチ
ウムイオン蓄電池１２よりも高ＳＯＣになることが想定されるが、その状態から直列接続
状態（図３（ｂ）参照）に移行すると、各蓄電池１２，１３のＳＯＣの差がより大きくな
ると考えられる。
【００３６】
　つまり、直列放電状態では、図５に示すように、リチウムイオン蓄電池１３は、電気負
荷１５や回転電機１６を放電対象として放電を行うのに対し、リチウムイオン蓄電池１２
は、電気負荷１５や回転電機１６に加え、電気負荷１４を放電対象として放電を行う。ゆ
えにリチウムイオン蓄電池１２の放電電流Ｉｏｕｔ１が、リチウムイオン蓄電池１３の放
電電流Ｉｏｕｔ２よりも大きくなり、これにより各蓄電池１２，１３のＳＯＣ差がさらに
大きくなる。各リチウムイオン蓄電池１２，１３でＳＯＣのばらつきが生じると、それら
各蓄電池１２，１３の使用領域を十分に活用することができないといった不都合を招来す
る。
【００３７】
　そこで本実施形態では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣをそれぞれ取得す
るとともに、リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続された状態である場合に、それ
ら各蓄電池１２，１３のＳＯＣに基づいて、各スイッチ２１～２５の抵抗値を調整して蓄
電池１２，１３ごとに充放電電流を制御することとしている。なお、制御部３０が「容量
取得部」、「電流制御部」に相当する。
【００３８】
　以下に、リチウムイオン蓄電池１２，１３の並列充電時と並列放電時とにおける各蓄電
池１２，１３の電流制御について説明する。ここでは、図４（ａ）、（ｂ）においてリチ
ウムイオン蓄電池１２，１３の各ＳＯＣであるＳＯＣ１，ＳＯＣ２が相違しており、ＳＯ
Ｃ１＜ＳＯＣ２となっている状態を想定している。スイッチ２３，２４の抵抗値はそれぞ
れＲ１，Ｒ２である。
【００３９】
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　（Ａ）並列充電時
　図４（ａ）に示す並列充電状態下でＳＯＣ１＜ＳＯＣ２である場合には、高ＳＯＣ側の
リチウムイオン蓄電池１３の通電経路に設けられたスイッチ２４について抵抗値Ｒ２を増
加させる。詳しくは、各蓄電池１２，１３のＳＯＣ差（｜ＳＯＣ１－ＳＯＣ２｜）に基づ
いて、スイッチ２４のゲート電圧Ｖｇを制御して抵抗値Ｒ２を調整する。この場合、図６
に示すゲート電圧Ｖｇとドレインソース間抵抗との関係を用い、ゲート電圧Ｖｇの制御に
よりドレインソース間抵抗を調整することで、スイッチ２４の抵抗値Ｒ２、ひいてはリチ
ウムイオン蓄電池１３側の経路抵抗値を変更する。図６では、通常オン状態の抵抗値Ｒｍ
ｉｎを基準に、ゲート電圧Ｖｇを低下させることでドレインソース間抵抗が増加する関係
が定められており、スイッチ抵抗値（ドレインソース間抵抗）がＲｍｉｎよりも大きくす
る側に可変設定される。
【００４０】
　スイッチ２４の抵抗値Ｒ２を大きくすることで、リチウムイオン蓄電池１３に流れる充
電電流Ｉｉｎ２が低減され、低ＳＯＣ側のリチウムイオン蓄電池１２への充電が促される
。つまり、高ＳＯＣ側のリチウムイオン蓄電池１３の経路抵抗値が、低ＳＯＣ側のリチウ
ムイオン蓄電池１２の経路抵抗値よりも相対的に大きくされ、蓄電池１２，１３ごとに充
電電流が制御される。これにより、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣ差の低減
が可能となる。
【００４１】
　（Ｂ）並列放電時
　図４（ｂ）に示す並列放電状態下でＳＯＣ１＜ＳＯＣ２である場合には、低ＳＯＣ側の
リチウムイオン蓄電池１２の通電経路に設けられたスイッチ２３について抵抗値Ｒ１を増
加させる。詳しくは、各蓄電池１２，１３のＳＯＣ差（｜ＳＯＣ１－ＳＯＣ２｜）に基づ
いて、スイッチ２３のゲート電圧Ｖｇを制御して抵抗値Ｒ１を調整する。この場合、図６
の関係を用い、ゲート電圧Ｖｇの制御によりドレインソース間抵抗を調整することで、ス
イッチ２３の抵抗値Ｒ１、ひいてはリチウムイオン蓄電池１２側の経路抵抗値を変更する
。
【００４２】
　スイッチ２３の抵抗値Ｒ１を大きくすることで、リチウムイオン蓄電池１２に流れる放
電電流Ｉｏｕｔ１が低減され、高ＳＯＣ側のリチウムイオン蓄電池１２での放電が促され
る。つまり、低ＳＯＣ側のリチウムイオン蓄電池１２の経路抵抗値が、高ＳＯＣ側のリチ
ウムイオン蓄電池１３の経路抵抗値よりも相対的に大きくされ、蓄電池１２，１３ごとに
放電電流が制御される。これにより、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣ差の低
減が可能となる。
【００４３】
　図７及び図８は、各リチウムイオン蓄電池１２，１３の接続状態と充放電電流とを制御
する処理手順を示すフローチャートであり、本処理は制御部３０により所定周期で繰り返
し実施される。
【００４４】
　図７において、ステップＳ１１では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣをそ
れぞれ取得し、続くステップＳ１２では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣ差
を算出する。その後、ステップＳ１３では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３の通電電
流値を取得する。ステップＳ１４では、電池ユニットＵが充電状態であるか否かを判定し
、充電状態であればステップＳ１５に進み、充電状態でなく放電状態であれば図８のステ
ップＳ３１に進む。なお、ステップＳ１４では、負荷給電量よりも回転電機１６の発電量
が多い場合に充電状態であると判定され、負荷給電量の方が回転電機１６の発電量よりも
多い場合に放電状態であると判定される。ただし、回転電機１６が発電状態にあるか否か
により、充電状態であるか否かを判定してもよい。
【００４５】
　ステップＳ１５では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列状態であるか否かを判
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定し、並列状態である場合に後続のステップＳ１６に進む。ステップＳ１６では、リチウ
ムイオン蓄電池１２，１３について並列状態から直列状態への切り替え要求が生じたか否
かを判定する。そして、切り替え要求が生じていなければ、ステップＳ１７に進み、各リ
チウムイオン蓄電池１２，１３の通電経路における抵抗値の調整処理を実施する。
【００４６】
　詳しくは、ステップＳ１７では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣ差に基づ
いて、各蓄電池１２，１３の通電経路において抵抗調整対象となるスイッチを決定する。
このとき、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣに差が生じている場合に、高ＳＯ
Ｃ側蓄電池の通電経路におけるスイッチを抵抗調整対象とする。
【００４７】
　また、続くステップＳ１８では、各蓄電池１２，１３の通電経路における抵抗値の調整
を実施する場合に、抵抗値調整を実施する対象経路に流れる通電電流値が所定値よりも小
さいか否かを判定する。ステップＳ１８がＹＥＳであれば後続のステップＳ１９に進み、
ステップＳ１８がＮＯであればそのまま本処理を終了する。
【００４８】
　ステップＳ１９では、調整対象のスイッチについて抵抗値の調整を実施する。このとき
、ＳＯＣ差に基づいてゲート電圧制御を実施し、調整対象のスイッチについてオン状態で
の抵抗値を大きくする側に変更する。例えば、図９の関係を用い、ＳＯＣ差に応じてスイ
ッチ抵抗値を設定する。図９では、ＳＯＣ差が所定値Ｔｈ１未満であれば、スイッチ抵抗
値を最小抵抗値Ｒｍｉｎとし、ＳＯＣ差が所定値Ｔｈ１以上であれば、ＳＯＣ差に応じて
スイッチ抵抗値を可変とする関係が定められている。また、図９の関係によれば、各リチ
ウムイオン蓄電池１２，１３に流れる電流の大きさに応じてスイッチ抵抗値が設定される
ようになっている。具体的には、通電電流値が大きいと抵抗部でのエネルギロスが大きく
なることを加味し、通電電流値が大きいほど、スイッチ抵抗値が小さい値に設定されるよ
うになっている。これにより、仮にＳＯＣ差に応じてスイッチ抵抗値がＲｍｉｎよりも大
きい値とされる場合にあっても、通電電流値が大きければ、その分、抵抗値が減補正され
ることとなる。なお、制御部３０は、デジタルアナログ制御又はＰＷＭ制御によりスイッ
チ抵抗値を調整する（後述のステップＳ３５も同様）。
【００４９】
　また、ステップＳ１６において並列状態から直列状態への切り替え要求が生じたと判定
された場合には、ステップＳ２０に進み、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣ差
が所定値よりも小さいか否かを判定する。そして、ＳＯＣ差が小さければ、ステップＳ２
１に進み、並列状態から直列状態への切り替えを実施する。また、ＳＯＣ差が大きければ
、ステップＳ１７に進み、上述した抵抗調整処理を実施する（ステップＳ１７～Ｓ１９）
。
【００５０】
　また、ステップＳ１５で並列状態でなく直列状態であると判定された場合には、ステッ
プＳ２２に進み、リチウムイオン蓄電池１２，１３について直列状態から並列状態への切
り替え要求が生じたか否かを判定する。そして、切り替え要求が生じていれば、ステップ
Ｓ２３に進み、直列状態から並列状態への切り替えを実施する。また、切り替え要求が生
じていなければそのまま本処理を終了する。
【００５１】
　一方、ステップＳ１４で充電状態でなく放電状態であると判定された場合、図８のステ
ップＳ３１では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列状態であるか否かを判定し、
並列状態である場合に後続のステップＳ３２に進む。ステップＳ３２では、リチウムイオ
ン蓄電池１２，１３について並列状態から直列状態への切り替え要求が生じたか否かを判
定する。そして、切り替え要求が生じていなければ、ステップＳ３３に進み、各リチウム
イオン蓄電池１２，１３の通電経路における抵抗値の調整処理を実施する。
【００５２】
　詳しくは、ステップＳ３３では、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣ差に基づ
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いて、各蓄電池１２，１３の通電経路において抵抗調整対象となるスイッチを決定する。
このとき、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣに差が生じている場合に、低ＳＯ
Ｃ側蓄電池の通電経路におけるスイッチを抵抗調整対象とする。
【００５３】
　また、続くステップＳ３４では、各蓄電池１２，１３の通電経路における抵抗値の調整
を実施する場合に、抵抗値調整を実施する対象経路に流れる通電電流値が所定値よりも小
さいか否かを判定する。ステップＳ３４がＹＥＳであれば後続のステップＳ３５に進み、
ステップＳ３４がＮＯであればそのまま本処理を終了する。
【００５４】
　ステップＳ３５では、調整対象のスイッチについて抵抗値の調整を実施する。このとき
、ＳＯＣ差に基づいてゲート電圧制御を実施し、調整対象のスイッチについてオン状態で
の抵抗値を大きくする側に変更する。スイッチ抵抗値の設定は、上述のステップＳ１９と
同様に、図９の関係を用いて行われるとよい。
【００５５】
　また、ステップＳ３２において並列状態から直列状態への切り替え要求が生じたと判定
された場合には、ステップＳ３６に進み、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣ差
が所定値よりも小さいか否かを判定する。そして、ＳＯＣ差が小さければ、ステップＳ３
７に進み、並列状態から直列状態への切り替えを実施する。また、ＳＯＣ差が大きければ
、ステップＳ３３に進み、上述した抵抗調整処理を実施する（ステップＳ３３～Ｓ３５）
。
【００５６】
　また、ステップＳ３１で並列状態でなく直列状態であると判定された場合には、ステッ
プＳ３８に進み、リチウムイオン蓄電池１２，１３について直列状態から並列状態への切
り替え要求が生じたか否かを判定する。そして、切り替え要求が生じていれば、ステップ
Ｓ３９に進み、直列状態から並列状態への切り替えを実施する。また、切り替え要求が生
じていなければそのまま本処理を終了する。
【００５７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００５８】
　上記構成では、複数のリチウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続された状態である場
合に、各蓄電池１２，１３のＳＯＣに基づいて、各蓄電池１２，１３に通じる電気経路に
存在しているスイッチの抵抗値を調整して蓄電池１２，１３ごとに充放電電流を制御する
ようにした。この場合、リチウムイオン蓄電池１２，１３ごとに充放電電流の大きさが調
整され、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣの合わせ込みが可能となる。その結
果、各リチウムイオン蓄電池１２，１３でのＳＯＣばらつきを抑制し、ひいては各リチウ
ムイオン蓄電池１２，１３において適正な充放電を行わせることができる。
【００５９】
　また、各リチウムイオン蓄電池１２，１３においてＳＯＣが均等化できるため、一方の
蓄電池のみがＳＯＣ使用幅の上限又は下限付近となり、それにより電池ユニットＵの充放
電が制限されるといった不都合が抑制される。したがって、各リチウムイオン蓄電池１２
，１３においてＳＯＣ上限からＳＯＣ下限までを最大限利用することが可能となり、ＳＯ
Ｃの実使用範囲の拡張を実現できる。
【００６０】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３でのＳＯＣばらつきが抑制されることにより、各蓄
電池１２，１３間において容量自己調整により生じる過電流を抑制できる。これにより、
電池ユニットＵにおいて各リチウムイオン蓄電池１２，１３や各スイッチの保護を図るこ
とができる。つまり、各リチウムイオン蓄電池１２，１３においてＳＯＣ差が過剰に大き
くなると、蓄電池相互間で過電流が流れ、これが各部の故障要因となり得るが、こうした
不都合が抑制される。
【００６１】
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　並列状態の各リチウムイオン蓄電池１２，１３が回転電機１６の発電電力により充電さ
れる場合に、高ＳＯＣのリチウムイオン蓄電池の通電経路における抵抗値を、低ＳＯＣの
リチウムイオン蓄電池の通電経路における抵抗値よりも相対的に大きくして、各リチウム
イオン蓄電池１２，１３の充電電流を制御する構成とした。この場合、高ＳＯＣのリチウ
ムイオン蓄電池側では、低ＳＯＣのリチウムイオン蓄電池側に比べて充電電流が低電流に
制限される。これにより、高ＳＯＣのリチウムイオン蓄電池への充電が制限される。また
、低ＳＯＣのリチウムイオン蓄電池への充電が促進されるため、早期充電が可能となる。
したがって、結果として各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣのばらつきを解消す
ることができる。
【００６２】
　並列状態の各リチウムイオン蓄電池１２，１３から電気負荷１４に放電される場合に、
低ＳＯＣのリチウムイオン蓄電池の通電経路における抵抗値を、高ＳＯＣのリチウムイオ
ン蓄電池の通電経路における抵抗値よりも相対的に大きくして、各リチウムイオン蓄電池
１２，１３の放電電流を制御する構成とした。この場合、低ＳＯＣのリチウムイオン蓄電
池側では、高ＳＯＣのリチウムイオン蓄電池側に比べて放電電流が低電流に制限される。
これにより、低ＳＯＣのリチウムイオン蓄電池からの放電が制限され、結果として各リチ
ウムイオン蓄電池１２，１３のＳＯＣのばらつきを解消することができる。
【００６３】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３に通じる通電経路の経路抵抗値を変更する場合に、
それら各蓄電池１２，１３の通電経路のスイッチ抵抗値（－端子側に設けられたスイッチ
２３，２４の抵抗値）を、大きくする側に変更する構成とした。つまり、各スイッチ２３
，２４のフルオン状態の抵抗値（最小抵抗値Ｒｍｉｎ）に対して抵抗値を大きくする側に
変更する構成とした。この場合、充放電電流が過剰に大きくなることを抑制しつつスイッ
チ抵抗値の変更を行うことができ、各リチウムイオン蓄電池１２，１３の保護を図ること
ができる。また、スイッチ２３，２４をＭＯＳＦＥＴ等の半導体スイッチング素子により
構成することを考えると、その半導体スイッチング素子のゲート電圧制御により容易に抵
抗調整を実現できる。
【００６４】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３での充放電電流が比較的大きい状態では、経路抵抗
値を大きくすることにより抵抗分による電気エネルギのロスが大きくなる。この点、充放
電電流が所定値よりも大きいリチウムイオン蓄電池１２，１３においては、経路抵抗値を
大きくする側への変更を禁止する構成としたため、エネルギロスの発生を抑制できる。
【００６５】
　また、こうして経路抵抗値の変更を禁止して充放電電流を制限することにより、通電経
路上の抵抗による熱損失の低減が可能となる。したがって、車両システムとして高い燃費
効果を得ることができる。
【００６６】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３の充放電電流に基づいて、抵抗値変更の対象となる
スイッチの抵抗値を設定する構成としたため、抵抗値を大きくすることに起因して生じる
エネルギロスを加味して、抵抗値調整の制御を実施できる。この場合、各リチウムイオン
蓄電池１２，１３の充放電電流が比較的大きい場合には抵抗値を小さくしておき、充放電
電流の減少に応じて抵抗値を大きくする。これにより、スイッチ抵抗によるエネルギロス
分を極力低減できる。
【００６７】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続された状態である場合に、各蓄電池１２
，１３の直並列切り替え用のスイッチ２１～２５の抵抗値を調整し、リチウムイオン蓄電
池１２，１３ごとに充放電電流を制御する構成とした。この場合、各スイッチ２１～２５
でオン抵抗が生じることを利用して、蓄電池１２，１３ごとの充放電電流を制御すること
により、構成の煩雑化を伴うことなく、所望のとおり各リチウムイオン蓄電池１２，１３
でのＳＯＣばらつきを抑制できる。
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【００６８】
　スイッチ２１～２５を半導体スイッチング素子により構成したため、ＭＯＳＦＥＴのゲ
ート電圧制御等により、リチウムイオン蓄電池１２，１３ごとの充放電電流の調整を簡易
に実施できる。
【００６９】
　スイッチ２１～２５として半導体スイッチング素子を用いたことにより、接点切替式の
スイッチ（いわゆるメカスイッチ）を用いる場合に比べて、動作信頼性の高いシステムを
構築できる。また、半導体スイッチング素子では、メカスイッチに比べて抵抗値を小さく
することができるため、通電経路での損失を低減することができる。
【００７０】
　各スイッチ２１～２５として、２つ一組のＭＯＳＦＥＴを用い、それら各ＭＯＳＦＥＴ
の寄生ダイオードが互いに逆向きになるように直列に接続される構成を採用した。これに
より、各スイッチ２１～２５をオフする際において通電経路に流れる電流を好適に遮断す
ることができる。
【００７１】
　抵抗値調整対象の各スイッチ２１～２５についてデジタルアナログ制御又はＰＷＭ制御
によりゲート電圧制御を実施する構成とした。これにより、所望とする抵抗値の調整を容
易に実施することができる。ＰＷＭ制御では、理論的にはデューティオフの時は電流によ
る損失がゼロとなるため、高効率のシステムを実現できる。
【００７２】
　また、電池ユニットＵの基本機能として具備されている直並列切り替え用のスイッチと
、その切り替え制御を行う制御部３０とを用いて経路抵抗値の制御を行うことで、ユニッ
ト基本構成に対して何ら素子等の追加を行うこと無く、所望の抵抗値の調整処理を実現で
きる。
【００７３】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３におけるＳＯＣ差が所定値よりも小さいと判定され
た場合に、各リチウムイオン蓄電池１２，１３を並列状態から直列状態に移行させること
を許可する構成とした。この場合、各リチウムイオン蓄電池１２，１３におけるＳＯＣ差
が所定値よりも大きい状態では、並列状態での抵抗値調整の制御が継続的に実施され、Ｓ
ＯＣ差が小さくなった状態で並列状態から直列状態に移行される。したがって、直列状態
への移行後において、ＳＯＣ差に起因する不都合の発生を抑制できる。
【００７４】
　例えば、ＳＯＣ差が大きい状態では、回転電機１６による充電時において高ＳＯＣ側の
リチウムイオン蓄電池が満充電状態になると、低ＳＯＣ側のリチウムイオン蓄電池が満充
電になっていなくても充電が停止され、一方のリチウムイオン蓄電池により他方のリチウ
ムイオン蓄電池の充電が制限されるという不都合の発生が懸念される。これに対して、本
実施形態の上記構成によれば、上記不都合を抑制できる。
【００７５】
　また、並列状態から直列状態への移行時には、各リチウムイオン蓄電池１２，１３のＳ
ＯＣ差が小さくなってＳＯＣ平衡状態が維持されていることから、その移行直後において
過電流が流れるといった不都合を抑制できる。
【００７６】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３の直列接続状態で、各蓄電池１２，１３の中間位置
（Ｎ１）に電気負荷１４が接続されるとともに、高電圧側の蓄電池１３の正極側の位置（
Ｎ２）に回転電機１６が接続されるシステムでは、各蓄電池１２，１３において各負荷へ
の給電負担が相違し、ＳＯＣばらつきが生じ易くなる。この点、並列状態での充電時に、
回転電機１６側のリチウムイオン蓄電池１３の経路抵抗値を大きくして充電電流を制御し
、並列状態での放電時に、電気負荷１４側のリチウムイオン蓄電池１２の経路抵抗値を大
きくして放電電流を制御するようにした。これにより、各リチウムイオン蓄電池１２，１
３でのＳＯＣばらつきを好適に抑制できる。
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【００７７】
　（第２実施形態）
　以下に、第２実施形態について上述の第１実施形態と相違点を中心に説明する。本実施
形態では、３つのリチウムイオン蓄電池を具備する構成としており、その３つのリチウム
イオン蓄電池について直並列の切り替えが可能となっている。なお、４つ以上のリチウム
イオン蓄電池を具備する構成も可能である。
【００７８】
　図１０では、図１との相違点として、電池ユニットＵは、３つのリチウムイオン蓄電池
Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を有しており、リチウムイオン蓄電池の追加に伴い接続切り替えの回路
が追加されている。電池ユニットＵは、半導体スイッチング素子により構成されるスイッ
チ５１～５８を有している。各スイッチ５１～５８のオンオフにより、各リチウムイオン
蓄電池Ｂ１～Ｂ３の並列状態と直列状態とが切り替え可能となっている。上記構成では、
出力端子Ｐ２側の電気負荷１５及び回転電機１６に対して最大３６Ｖの電圧出力が可能と
なっている。
【００７９】
　図１１は、図１０の電源システムにおいて、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３を並列
接続した状態を示している。なお図１１では、オフ状態のスイッチ５７，５８の図示を省
略している。以下の説明では、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣをそれぞれＳ
ＯＣ１，ＳＯＣ２，ＳＯＣ３とし、これら各蓄電池Ｂ１～Ｂ３の通電経路にそれぞれ設け
られたスイッチ５４～５６の抵抗値をＲ１，Ｒ２、Ｒ３としている。
【００８０】
　なお、図１０の構成においては、少なくとも２つのリチウムイオン蓄電池について並列
接続と直列接続との切り替えが可能であればよく、並列接続と直列接続とが混在する状態
が許容されるものとなっている。
【００８１】
　図１２及び図１３は、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３の接続状態と充放電電流とを
制御する処理手順を示すフローチャートであり、本処理は制御部３０により所定周期で繰
り返し実施される。図１２及び図１３の処理は、上述の図７及び図８の処理に書き換えて
実施されるものであり、図７及び図８と同じ又は略同じの処理については同じステップ番
号を付すとともに説明を適宜簡略化する。
【００８２】
　図１２において、ステップＳ１１では、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣを
それぞれ取得し、続くステップＳ１２では、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣ
差を算出する。このとき、制御部３０は、リチウムイオン蓄電池ごとに、以下のいずれか
の手法にてＳＯＣ差を算出する。
（１）リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のうち２つの蓄電池の組み合わせでのＳＯＣ差を
算出する。
（２）ＳＯＣ平均値と各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣとのＳＯＣ差を算出す
る。
【００８３】
　上記（１）では、蓄電池Ｂｘについて、そのＳＯＣｘから他の蓄電池ＢｙのＳＯＣｙを
減算した時のＳＯＣ差を「ΔＳＯＣｘｙ（＝ＳＯＣｘ－ＳＯＣｙ）」とした場合において
、ΔＳＯＣ１２，ΔＳＯＣ１３，ΔＳＯＣ２１，ΔＳＯＣ２３，ΔＳＯＣ３１，ΔＳＯＣ
３２が算出される。例えば、ＳＯＣ１＝２０％、ＳＯＣ２＝３０％、ＳＯＣ３＝７０％で
ある場合に、
ΔＳＯＣ１２＝－１０％、
ΔＳＯＣ１３＝－５０％、
ΔＳＯＣ２１＝＋１０％、
ΔＳＯＣ２３＝－４０％、
ΔＳＯＣ３１＝＋５０％、
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ΔＳＯＣ３２＝＋４０％、
として算出される。
【００８４】
　また、上記（２）では、蓄電池Ｂｘについて、そのＳＯＣｘから各蓄電池のＳＯＣ平均
値ＡＶＥを減算した時のＳＯＣ差を「ΔＳＯＣｘ（＝ＳＯＣｘ－ＡＶＥ）」とした場合に
おいて、ΔＳＯＣ１，ΔＳＯＣ２，ΔＳＯＣ３が算出される。例えば、ＳＯＣ１＝２０％
、ＳＯＣ２＝３０％、ＳＯＣ３＝７０％である場合に、
ΔＳＯＣ１＝－２０％、
ΔＳＯＣ２＝－１０％、
ΔＳＯＣ３＝＋３０％、
として算出される。
【００８５】
　その後、電池ユニットＵが充電状態であり、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３が並列
状態であり、かつ並列状態から直列状態への切り替え要求が生じていないと判定される場
合（Ｓ１４，Ｓ１５がＹＥＳ、Ｓ１６がＮＯの場合）には、ステップＳ４１に進む。
【００８６】
　ステップＳ４１では、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３の全てが充電状態になっている
か否かを判定する。すなわち、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３での相互のセルフバラ
ンスにより充電中の蓄電池と放電中の蓄電池とが混在している状況にあるか否かを判定す
る。このとき、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３において通電電流の向きに基づいて、
各蓄電池Ｂ１～Ｂ３が充電状態か否かを判定するとよい。ステップＳ４１がＹＥＳであれ
ば後続のステップＳ４２に進み、ステップＳ４１がＮＯであればそのまま本処理を終了す
る。
【００８７】
　なお、ステップＳ４１は、回転電機１６の発電状態で、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ
３のうちいずれかの蓄電池に他の蓄電池から放電電流が流れていることを判定するもので
ある。ステップＳ４１が否定される場合、すなわち発電状態（電池ユニットＵの充電状態
）なのにいずれかの蓄電池で放電電流が流れていると判定される場合には、セルフバラン
ス状態にあるとして、本処理がそのまま終了される。これにより、スイッチ抵抗値の調整
（ステップＳ４２）が読み飛ばされる。
【００８８】
　ステップＳ４２では、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３ごとに設けられたスイッチ５４
～５６の抵抗値を調整することで、各蓄電池Ｂ１～Ｂ３の充電電流を個々に制御する。こ
のとき、上記（１）のΔＳＯＣｘｙ（＝ＳＯＣｘ－ＳＯＣｙ）、又は上記（２）のΔＳＯ
Ｃｘ（＝ＳＯＣｘ－ＡＶＥ）に基づいて、各スイッチ５４～５６の抵抗値を適宜調整する
。
【００８９】
　具体的には、上記（１）のΔＳＯＣｘｙについては、リチウムイオン蓄電池ごとにΔＳ
ＯＣｘｙがマイナス値かプラス値かを特定する。そして、基本的に、マイナス値であれば
、そのΔＳＯＣｘｙに対応するリチウムイオン蓄電池を充電されやすい状態にすべく通路
抵抗値の増加側の変更を実施せず（すなわち最小値で維持し）、プラス値であれば、その
ΔＳＯＣｘｙに対応するリチウムイオン蓄電池を充電されにくい状態にすべく通路抵抗値
の増加側の変更を実施する。
【００９０】
　上記のとおり、リチウムイオン蓄電池Ｂ１について「ΔＳＯＣ１２＝－１０％、ΔＳＯ
Ｃ１３＝－５０％」であり、リチウムイオン蓄電池Ｂ２について「ΔＳＯＣ２１＝＋１０
％、ΔＳＯＣ２３＝－４０％」であり、リチウムイオン蓄電池Ｂ３について「ΔＳＯＣ３
１＝＋５０％、ΔＳＯＣ３２＝＋４０％」である場合を考える。かかる場合、リチウムイ
オン蓄電池Ｂ１は、他の蓄電池とのＳＯＣ差がいずれも負であり、リチウムイオン蓄電池
Ｂ２は、他の蓄電池とのＳＯＣ差が正及び負であり、リチウムイオン蓄電池Ｂ３は、他の
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蓄電池とのＳＯＣ差がいずれも正である。そのため、リチウムイオン蓄電池Ｂ３→Ｂ２→
Ｂ１の順で後者ほど充電量を大きくする必要性があると考えられ、スイッチ５４の抵抗値
Ｒ１を維持し、スイッチ５５の抵抗値Ｒ２を上げ幅ΔＲ１で上げ、スイッチ５６の抵抗値
Ｒ３を上げ幅ΔＲ２で上げる旨を決定する。上げ幅ΔＲ１，ΔＲ２は、ＳＯＣ差の大きさ
に応じて個別に設定されるとよく、ΔＲ１＜ΔＲ２であるとよい。ただし、ΔＲ１＝ΔＲ
２であってもよい。
【００９１】
　一方で、上記（２）のΔＳＯＣｘについては、リチウムイオン蓄電池ごとにΔＳＯＣｘ
がマイナス値かプラス値かを特定する。そして、基本的に、マイナス値であれば、そのΔ
ＳＯＣｘに対応するリチウムイオン蓄電池を充電されやすい状態にすべく通路抵抗値の増
加側の変更を実施せず（すなわち最小値で維持し）、プラス値であれば、そのΔＳＯＣｘ
に対応するリチウムイオン蓄電池を充電されにくい状態にすべく通路抵抗値の増加側の変
更を実施する。
【００９２】
　上記のとおり、リチウムイオン蓄電池Ｂ１について「ΔＳＯＣ１＝－２０％」であり、
リチウムイオン蓄電池Ｂ２について「ΔＳＯＣ２＝－１０％」であり、リチウムイオン蓄
電池Ｂ３について「ΔＳＯＣ３＝＋３０％」である場合を考える。かかる場合、上記（１
）と同様に、リチウムイオン蓄電池Ｂ３→Ｂ２→Ｂ１の順で後者ほど充電量を大きくする
必要性があると考えられ、スイッチ５４の抵抗値Ｒ１を維持し、スイッチ５５の抵抗値Ｒ
２を上げ幅ΔＲ１で上げ、スイッチ５６の抵抗値Ｒ３を上げ幅ΔＲ２で上げる旨を決定す
る。なお、本例では、ΔＳＯＣｘの正負だけでなく、平均値ＡＶＥに対する乖離度に応じ
た重み付けを行って、抵抗値の上げ幅を決定することとしている。
【００９３】
　また、ステップＳ４２では、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３ごとに流れている通電電
流値に基づいて、各スイッチ５４～５６の目標抵抗値（すなわち各抵抗値Ｒ１～Ｒ３の上
げ幅）を補正する。このとき、いずれかの蓄電池で所定値よりも大きい充電電流が流れて
いる場合に、各スイッチ５４～５６の目標抵抗値（すなわち各抵抗値Ｒ１～Ｒ３の上げ幅
）を減少側に補正する。充電電流が大きいほど、減少補正幅を大きくする構成であっても
よい。
【００９４】
　上記のように各スイッチ５４～５６の目標抵抗値が定められると、制御部３０は、目標
抵抗値に基づいてゲート電圧制御を実施する。これにより、調整対象のスイッチについて
オン状態での抵抗値が大きくする側に変更される。なお、上述の具体例では、上記（１）
（２）のいずれにおいても、リチウムイオン蓄電池Ｂ３→Ｂ２→Ｂ１の順で後者ほど優先
的に充電が行われ、それに伴い各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣ差が低減され
る。
【００９５】
　上記ステップＳ４１，Ｓ４２において、非発電状態（充電状態）なのに充電電流が流れ
ていると判定される場合（ステップＳ４１がＮＯの場合）に、充電電流が流れているリチ
ウムイオン蓄電池の通電経路についてのみスイッチ抵抗値を大きくする側への変更を禁止
し、他の通電経路についてはスイッチ抵抗値を大きくする側への変更を許容するものであ
ってもよい。
【００９６】
　また、並列状態から直列状態への切り替え要求が生じたと判定された場合には、各リチ
ウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣ差（ΔＳＯＣｘｙ、又はΔＳＯＣｘ）に基づいて、
直列状態への切り替えの可否を判定する（ステップＳ２０，Ｓ２１）。この場合、ＳＯＣ
差が所定未満であることを条件に、直列状態への切り替えを実施する。
【００９７】
　一方、図１３において、電池ユニットＵが放電状態であり、各リチウムイオン蓄電池Ｂ
１～Ｂ３が並列状態であり、かつ並列状態から直列状態への切り替え要求が生じていない
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と判定された場合（Ｓ１４がＮＯ、Ｓ３１がＹＥＳ、Ｓ３２がＮＯの場合）には、ステッ
プＳ４３に進む。ステップＳ４３では、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３の全てが放電状
態になっているか否かを判定する。すなわち、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３での相
互のセルフバランスにより充電中の蓄電池と放電中の蓄電池とが混在している状況にある
か否かを判定する。このとき、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３において通電電流の向
きに基づいて、各蓄電池Ｂ１～Ｂ３が放電状態か否かを判定するとよい。ステップＳ４３
がＹＥＳであれば後続のステップＳ４４に進み、ステップＳ４３がＮＯであればそのまま
本処理を終了する。
【００９８】
　なお、ステップＳ４３は、回転電機１６の非発電状態で、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～
Ｂ３のうちいずれかの蓄電池に他の蓄電池から充電電流が流れていることを判定するもの
である。ステップＳ４３が否定される場合、すなわち非発電状態（電池ユニットＵの放電
状態）なのにいずれかの蓄電池で充電電流が流れていると判定される場合には、セルフバ
ランス状態にあるとして、本処理がそのまま終了される。これにより、スイッチ抵抗値の
調整（ステップＳ４４）が読み飛ばされる。
【００９９】
　ステップＳ４４では、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３ごとに設けられたスイッチ５４
～５６の抵抗値を調整することで、各蓄電池Ｂ１～Ｂ３の放電電流を個々に制御する。こ
のとき、上記（１）のΔＳＯＣｘｙ（＝ＳＯＣｘ－ＳＯＣｙ）、又は上記（２）のΔＳＯ
Ｃｘ（＝ＳＯＣｘ－ＡＶＥ）に基づいて、各スイッチ５４～５６の抵抗値を適宜調整する
。
【０１００】
　具体的には、上記（１）のΔＳＯＣｘｙについては、リチウムイオン蓄電池ごとにΔＳ
ＯＣｘｙがマイナス値かプラス値かを特定する。そして、基本的に、プラス値であれば、
そのΔＳＯＣｘｙに対応するリチウムイオン蓄電池を放電されやすい状態にすべく通路抵
抗値の増加側の変更を実施せず（すなわち最小値で維持し）、マイナス値であれば、その
ΔＳＯＣｘｙに対応するリチウムイオン蓄電池を放電されにくい状態にすべく通路抵抗値
の増加側の変更を実施する。
【０１０１】
　上記のとおり、リチウムイオン蓄電池Ｂ１について「ΔＳＯＣ１２＝－１０％、ΔＳＯ
Ｃ１３＝－５０％」であり、リチウムイオン蓄電池Ｂ２について「ΔＳＯＣ２１＝＋１０
％、ΔＳＯＣ２３＝－４０％」であり、リチウムイオン蓄電池Ｂ３について「ΔＳＯＣ３
１＝＋５０％、ΔＳＯＣ３２＝＋４０％」である場合を考える。かかる場合、リチウムイ
オン蓄電池Ｂ１は、他の蓄電池とのＳＯＣ差がいずれも負であり、リチウムイオン蓄電池
Ｂ２は、他の蓄電池とのＳＯＣ差が正及び負であり、リチウムイオン蓄電池Ｂ３は、他の
蓄電池とのＳＯＣ差がいずれも正である。そのため、リチウムイオン蓄電池Ｂ１→Ｂ２→
Ｂ３の順で後者ほど放電量を大きくする必要性があると考えられ、スイッチ５４の抵抗値
Ｒ１を上げ幅ΔＲ１１で上げ、スイッチ５５の抵抗値Ｒ２を上げ幅ΔＲ１２で上げ、スイ
ッチ５６の抵抗値Ｒ３を維持する旨を決定する。上げ幅ΔＲ１１，ΔＲ１２は、ＳＯＣ差
の大きさに応じて個別に設定されるとよく、ΔＲ１１＞ΔＲ１２であるとよい。ただし、
ΔＲ１１＝ΔＲ１２であってもよい。
【０１０２】
　一方で、上記（２）のΔＳＯＣｘについては、リチウムイオン蓄電池ごとにΔＳＯＣｘ
がマイナス値かプラス値かを特定する。そして、基本的に、プラス値であれば、そのΔＳ
ＯＣｘに対応するリチウムイオン蓄電池を放電されやすい状態にすべく通路抵抗値の増加
側の変更を実施せず（すなわち最小値で維持し）、マイナス値であれば、そのΔＳＯＣｘ
に対応するリチウムイオン蓄電池を放電されにくい状態にすべく通路抵抗値の増加側の変
更を実施する。
【０１０３】
　上記のとおり、リチウムイオン蓄電池Ｂ１について「ΔＳＯＣ１＝－２０％」であり、
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リチウムイオン蓄電池Ｂ２について「ΔＳＯＣ２＝－１０％」であり、リチウムイオン蓄
電池Ｂ３について「ΔＳＯＣ３＝＋３０％」である場合を考える。かかる場合、上記（１
）と同様に、リチウムイオン蓄電池Ｂ１→Ｂ２→Ｂ３の順で後者ほど放電量を大きくする
必要性があると考えられ、スイッチ５４の抵抗値Ｒ１を上げ幅ΔＲ１１で上げ、スイッチ
５５の抵抗値Ｒ２を上げ幅ΔＲ１２で上げ、スイッチ５６の抵抗値Ｒ３を維持する旨を決
定する。なお、本例では、ΔＳＯＣｘの正負だけでなく、平均値ＡＶＥに対する乖離度に
応じた重み付けを行って、抵抗値の上げ幅を決定することとしている。
【０１０４】
　また、ステップＳ４４では、リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３ごとに流れている通電電
流値に基づいて、各スイッチ５４～５６の目標抵抗値（すなわち各抵抗値Ｒ１～Ｒ３の上
げ幅）を補正する。このとき、いずれかの蓄電池で所定値よりも大きい放電電流が流れて
いる場合に、各スイッチ５４～５６の目標抵抗値（すなわち各抵抗値Ｒ１～Ｒ３の上げ幅
）を減少側に補正する。放電電流が大きいほど、減少補正幅を大きくする構成であっても
よい。
【０１０５】
　上記のように各スイッチ５４～５６の目標抵抗値が定められると、制御部３０は、目標
抵抗値に基づいてゲート電圧制御を実施する。これにより、調整対象のスイッチについて
オン状態での抵抗値が大きくする側に変更される。なお、上述の具体例では、上記（１）
（２）のいずれにおいても、リチウムイオン蓄電池Ｂ１→Ｂ２→Ｂ３の順で優先的に放電
が行われ、それに伴い各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣ差が低減される。
【０１０６】
　また、並列状態から直列状態への切り替え要求が生じたと判定された場合には、各リチ
ウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３のＳＯＣ差（ΔＳＯＣｘｙ、又はΔＳＯＣｘ）に基づいて、
直列状態への切り替えの可否を判定する（ステップＳ３６，Ｓ３７）。この場合、ＳＯＣ
差が所定未満であることを条件に、直列状態への切り替えを実施する。
【０１０７】
　以上第２の実施形態においても、第１実施形態と同様に、各リチウムイオン蓄電池Ｂ１
～Ｂ３でのＳＯＣばらつきを抑制し、ひいては各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３におい
て適正な充放電を行わせることができる。
【０１０８】
　各リチウムイオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３において、発電状態であるのにいずれかのリチウム
イオン蓄電池に放電電流が流れている場合、すなわち蓄電池間のセルフバランスにより放
電電流が流れている場合には、その放電が優先されることが望ましい。また、各リチウム
イオン蓄電池Ｂ１～Ｂ３において、発電状態でないのにいずれかのリチウムイオン蓄電池
に充電電流が流れている場合、すなわち蓄電池間のセルフバランスにより充電電流が流れ
ている場合には、その充電が優先されることが望ましい。この点、各リチウムイオン蓄電
池Ｂ１～Ｂ３の全てが充電状態及び放電状態のうちいずれであると判定されたことを条件
に、スイッチ抵抗値の調整を実施する構成とした。また、発電状態でいずれかのリチウム
イオン蓄電池に放電電流が流れているか、又は非発電状態でいずれかのリチウムイオン蓄
電池に充電電流が流れている状態であるセルフバランス状態であると判定された場合に、
発電状態で放電電流が流れているリチウムイオン蓄電池の通電経路における抵抗値の調整
、又は非発電状態で充電電流が流れているリチウムイオン蓄電池の通電経路における抵抗
値の調整を禁止する構成とした。これにより、セルフバランスによる電流の流れが阻害さ
れることを抑制できる。
【０１０９】
　発電状態においてセルフバランスにより放電電流が流れている場合に、その放電中のリ
チウムイオン蓄電池について経路抵抗値を大きくしない（すなわち小さいままにする）こ
とにより、セルフバランスによる放電を促すことができ、ＳＯＣばらつきを解消する上で
好適となる。また、非発電状態においてセルフバランスにより充電電流が流れている場合
に、その充電中のリチウムイオン蓄電池について経路抵抗値を大きくしない（すなわち小
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さいままにする）ことにより、セルフバランスによる充電を促すことができ、ＳＯＣばら
つきを解消する上で好適となる。
【０１１０】
　（他の実施形態）
　上記実施形態を例えば次のように変更してもよい。
【０１１１】
　・上記実施形態では、複数のリチウムイオン蓄電池が並列接続された状態において、ス
イッチ抵抗値を大きくする側に変更することによって、各リチウムイオン蓄電池の充放電
電流を個々に制御する構成としたが、これを変更し、スイッチ抵抗値を小さくする側に変
更することによって、各リチウムイオン蓄電池の充放電電流を個々に制御する構成であっ
てもよい。例えば、スイッチの通常オン時におけるスイッチ抵抗値（初期抵抗値）が最小
値でない場合に、スイッチ抵抗値を小さくする側に変更する。
【０１１２】
　・複数の蓄電手段として、リチウムイオン蓄電池以外を用いる構成であってもよい。例
えば、複数の蓄電手段として、リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池を用いる構成や、蓄電
池及びコンデンサを用いる構成、複数のコンデンサを用いる構成のいずれかであってもよ
い。
【０１１３】
　・上記実施形態では、複数のリチウムイオン蓄電池の直並列切り替え用のスイッチにつ
いてスイッチオン時の抵抗値を調整し、それによりリチウムイオン蓄電池ごとの充放電電
流を個々に制御する構成としたが、これを変更してもよい。例えば、電池ユニットＵの通
電経路に、直並列切り替え用のスイッチ以外に半導体スイッチング素子からなる別のスイ
ッチを設け、その別のスイッチのオン抵抗値を調整し、それによりリチウムイオン蓄電池
ごとの充放電電流を個々に制御する構成としてもよい。
【０１１４】
　・抵抗可変部として半導体スイッチング素子を用いること以外に、可変抵抗器を用いる
ことも可能である。
【０１１５】
　・図１４は、別の構成の電源システムを示す電気回路図である。図１４の電池ユニット
Ｕは、図１と同様に、複数のリチウムイオン蓄電池１２，１３について並列状態と直列状
態との切り替えを可能にするものであるが、図１との違いとして、出力端子Ｐ１，Ｐ２の
両方において１２Ｖ出力と２４Ｖ出力とが可能となっている。
【０１１６】
　図１４の電池ユニットＵでは、出力端子Ｐ１，Ｐ２の間の電気経路Ｌ１にスイッチ６１
，６２が直列に設けられている。そして、スイッチ６１，６２の間の第１点Ｎ１にスイッ
チ６３を介してリチウムイオン蓄電池１２の＋端子（正極端子）が接続されている。また
、スイッチ６２と出力端子Ｐ２との第２点Ｎ２にリチウムイオン蓄電池１３の＋端子が接
続され、リチウムイオン蓄電池１３の－端子（負極端子）とグランドとの間にスイッチ６
４が設けられている。さらに、リチウムイオン蓄電池１２の＋端子とリチウムイオン蓄電
池１３の－端子とを結ぶ接続経路にスイッチ６５が設けられている。上記の各スイッチ６
１～６５は、図１のスイッチ２１～２５と同様に、ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ、バイポーラ
トランジスタ等の半導体スイッチング素子により構成されている。
【０１１７】
　そして、これら各スイッチ６１～６５のオンオフを適宜切り替えることにより、各リチ
ウムイオン蓄電池１２，１３が並列接続された状態と、各リチウムイオン蓄電池１２，１
３が直列接続された状態とが切り替えられるようになっている。
【０１１８】
　各リチウムイオン蓄電池１２，１３の並列状態では、各スイッチ６１～６５のうちスイ
ッチ６１～６４がオン、スイッチ６５がオフされ、出力端子Ｐ１，Ｐ２の出力電圧がいず
れも概ね１２Ｖとなる。また、各リチウムイオン蓄電池１２，１３の直列状態では、各ス
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れ、出力端子Ｐ１，Ｐ２の出力電圧がいずれも概ね２４Ｖとなる。
【０１１９】
　また、図１４の電源システムでは、出力端子Ｐ１に接続される電気的構成が図１とは異
なっており、出力端子Ｐ１には、スイッチ７１を介して鉛蓄電池１１と電気負荷１４とが
接続されるとともに、スイッチ７２及び蓄電手段７３の直列回路部を介して鉛蓄電池１１
と電気負荷１４とが接続されている。蓄電手段７３は、１２Ｖ電源であり、例えば鉛蓄電
池からなる。また、同じく出力端子Ｐ１には、スタータ７４が接続されている。電気負荷
１４は、前記と同様に１２Ｖ駆動される低電圧負荷であり、スタータ７４は１２Ｖ駆動及
び２４Ｖ駆動が可能な始動装置である。
【０１２０】
　上記電源システムでは、エンジン始動時において、スイッチ７１がオン、スイッチ７２
がオフされることにより、鉛蓄電池１１によりスタータ７４が１２Ｖ駆動される一方で、
スイッチ７１がオフ、スイッチ７２がオンされることにより、鉛蓄電池１１及び蓄電手段
７３によりスタータ７４が２４Ｖ駆動される。この場合、必要に応じてスタータ７４が２
４Ｖ駆動（高電圧駆動）されることで、円滑なエンジン始動が可能となっている。また、
電気負荷１４は継続的な１２Ｖ駆動が可能となっている。
【０１２１】
　そして、本構成において、例えば鉛蓄電池１１又は蓄電手段７３が劣化して出力性能が
低下した場合には、電池ユニットＵにおいてリチウムイオン蓄電池１２，１３が直列状態
に切り替えられ、電池ユニットＵを電源としてスタータ７４が２４Ｖ駆動される。また、
蓄電手段７３を充電する際においても、電池ユニットＵのリチウムイオン蓄電池１２，１
３が直列状態に切り替えられ、電池ユニットＵからの２４Ｖ電力により鉛蓄電池１１及び
蓄電手段７３が充電される。
【符号の説明】
【０１２２】
　１２，１３…リチウムイオン蓄電池（蓄電手段）、２１～２５…スイッチ（スイッチ手
段、切替部）、３０…制御部（取得部、電流制御部）。
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